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人権課　☎２３－３９２８

　人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した

民間の人たちで、現在、全国の市町村に

約１万４千人が配置され、地域に密着し

た活動を行っています。

　人権擁護委員の活動の一つに、人権相

談があります。家庭内の問題（夫婦、親

子、結婚、離婚、扶養、相続など）や、

隣近所とのもめ事、差別問題などを人権

擁護委員や人権相談所で相談できます。

　本市でも、毎月特設相談所を設け、相

談日を広報かんおんじ「相談あれこれ」

のコーナーに掲載しています。相談は無

料で、相談内容等の秘密は固く守られま

すので、気軽に相談してください。

地　域 氏　名

観 音 寺 地 区

五味　　勲

西山　節子

秋山　和代

三宅　敬子

合田　朝子

吉田千惠子

小山　利幸

大 野 原 地 区

藤岡　　修

竹内　保壽

石川　太郎

三好　久惠

豊 浜 町 地 区

川上　裕子

山縣　　正

石川　昌幸

阪上　耕造

（平成２８年４月１日現在）
（敬称略・順不同）

人権擁護委員を知っていますか？ ６月の相談日

○６月１日（水）午前１０時～午後３時

　ふれあい文化センター

　大野原いきいきセンター

○６月１４日（火）午前１０時～午後３時

　豊浜福祉会館

特設人権相談

いじめや体罰、虐待など子どもに関

する相談・情報

　☎０１２０－００７－１１０

　　　　　　　　（フリーダイヤル）

全国一斉強化週間

６月２７日（月）～７月３日（日）

期間中は、休日も電話相談を実施し

ています。

平日　　午前８時３０分～午後７時

土・日　午前１０時～午後５時

子どもの人権
１１０番

夫やパートナーからの暴力、職場で

のセクシュアル・ハラスメント、ス

トーカー行為などに関する相談電話

です。

　☎０５７０－０７０－８１０

　　　　　　　　　（ナビダイヤル）

女性の人権
ホットライン

人権相談をインターネットでも受け

付けています。携帯電話からも相談

できます。

パソコン

http://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken113.html

携帯電話

https://www.jinken.go.jp/soudan/
mobile/001.html

インターネット
人権相談

差別や虐待、パワーハラスメント等、

さまざまな人権問題についての相談

を受け付ける相談電話です。

　☎０５７０－００３－１１０

　　　　　　　　　（ナビダイヤル）

みんなの人権
１１０番

人権擁護委員

６月１日は人権擁護委員の日

インターネット人権相談

男
女
共
同
参
画

企
画
課
男
女
共
同
参
画
推
進
室

　☎
２３

−

３
９
１
７

「
男
女
共
同
参
画
週
間
」　
６
月
23
日
～
29
日

　男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法

の
目
的
や
基
本
理
念
に
つ
い
て

理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
毎
年
６
月
２３
日
か
ら
２９

日
ま
で
を
「
男
女
共
同
参
画
週

間
」
と
し
て
い
ま
す
。

　男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、

男
女
が
と
も
に
お
互
い
を
認
め

合
い
、
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
一

人
ひ
と
り
が
家
庭
、
地
域
、
学

校
、
職
場
な
ど
の
社
会
の
あ
ら

ゆ
る
分
野
で
個
性
と
能
力
を
十

分
に
発
揮
で
き
る
、
市
民
み
ん

な
が
主
役
の
社
会
で
す
。
ま
た
、

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
対
等
な
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
参
画
す
る
こ
と

で
、
と
も
に
喜
び
や
責
任
を
分

か
ち
合
う
社
会
で
す
。

　内
閣
府
で
は
、
こ
の
週
間
に

合
わ
せ
て
「
旧
来
の
労
働
慣
行

や
意
識
を
変
え
、
女
性
も
男
性

も
多
様
な
暮
ら
し
や
働
き
方
が

可
能
な
社
会
を
作
る
た
め
の
キ

ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
」
を
募
集
し
、

応
募
総
数
３
、
２
９
９
点
の
中
か

ら
次
の
作
品
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

　男
性
は
仕
事
を
中
心
に
、
女
性

は
家
庭
を
中
心
に
、
と
い
っ
た
従

来
の
慣
行
が
根
付
い
て
は
い
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
「
男
性
中
心

型
労
働
慣
行
」
は
、
高
度
経
済
成

長
期
に
形
成
さ
れ
た
、
男
性
正
社

員
を
前
提
と
し
た
長
時
間
労
働
や

女
性
の
家
計
補
助
的
な
非
正
規
雇

用
な
ど
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
す
。

　ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
多
様
化
す

る
現
在
、
男
女
が
と
も
に
仕
事
と

生
活
を
両
立
す
る
た
め
に
は
、
従

来
の
慣
行
か
ら
の
意
識
を
変
え
る

こ
と
で
、
一
人
ひ
と
り
が
輝
く
社

会
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
大
き
な
原

動
力
に
な
り
ま
す
。

　男
女
共
同
参
画
週
間
を
機
に
、

身
近
な
家
事
や
働
き
方
に
お
い
て

男
女
の
役
割
に
偏
り
が
な
い
か
、

ま
ず
は
、
職
場
や
家
庭
で
話
し
合

っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

◆
最
優
秀
作
品

『
意
識
を
カ
イ
カ
ク
。

　男
女
で
サ
ン
カ
ク
。

　社
会
を
ヘ
ン
カ
ク
。
』

正
し
い
認
識
で
明
る
い
社
会
を

　
　
　気
づ
く
・
学
ぶ
・
広
げ
る
人
権

　
　
　
　
　子
ど
も
の
サ
イ
ン
を
見
逃
さ
な
い
で

　「
あ
そ
ぶ
と
き
は
お
と
う
さ
ん

が
す
き
。
ね
る
と
き
は
お
か
あ

さ
ん
が
す
き
。
で
も
ほ
ん
と
う

は
ど
っ
ち
も
だ
い
す
き
。」
こ
れ

は
、
平
成
２７
年
香
川
県
三
行
詩

コ
ン
ク
ー
ル
で
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
賞

を
受
賞
し
た
小
学
１
年
生
の
作

品
で
す
。
こ
の
詩
を
読
む
と
、

親
子
の
絆
や
家
庭
の
温
も
り
が

自
然
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　こ
の
よ
う
な
理
想
的
な
親
子

関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
子
ど
も

た
ち
と
は
反
対
に
、
い
じ
め
や

体
罰
、
児
童
虐
待
な
ど
悲
惨
な

人
権
侵
害
を
受
け
て
い
る
子
ど

も
た
ち
が
い
ま
す
。
そ
の
数
は

年
々
増
加
し
、
今
で
は
深
刻
な

社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　特
に
、
子
ど
も
の
命
ま
で
も

脅
か
す
身
体
的
虐
待
や
ネ
グ
レ

ク
ト
（
養
育
放
棄
）
な
ど
に
よ

る
悲
惨
な
事
件
は
後
を
絶
ち
ま

せ
ん
。
真
っ
先
に
子
ど
も
を
守

る
は
ず
の
親
や
親
に
代
わ
る
保

護
者
が
、
家
庭
内
と
い
う
社
会

の
目
の
届
き
に
く
い
と
こ
ろ
で
、

自
ら
子
ど
も
の
人
権
を
侵
害
し

て
い
る
の
で
す
。

　子
ど
も
が
間
違
っ
た
と
き
に

は
、
愛
情
を
も
っ
て
本
気
で
叱

り
、
正
し
く
し
つ
け
る
こ
と
は

大
切
な
こ
と
で
す
。
た
だ
、
感

情
に
任
せ
て
叱
る
こ
と
は
子
ど

も
の
た
め
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

お
び
え
た
り
傷
つ
い
た
り
、
ま

し
て
や
命
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ

おめでとう
　　　ございます

平成２７年度
　　人権作品優秀賞

常磐小学校 6 年（平成27年度）
近藤　尚貴さん

大野原中学校 3 年（平成 27年度）
池田　千晴さん

る
よ
う
で
は
、
し
つ
け
と
は
い

え
ま
せ
ん
。
し
つ
け
の
つ
も
り

で
行
っ
た
行
為
で
も
、
子
ど
も

の
心
身
に
著
し
い
害
を
及
ぼ
す

も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
虐
待

に
な
り
ま
す
。

　未
来
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
健

や
か
に
育
つ
よ
う
、
虐
待
を
未

然
に
防
止
す
る
た
め
に
は
、
子

ど
も
た
ち
の
ち
ょ
っ
と
し
た
サ

イ
ン
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

育
児
に
悩
む
親
の
相
談
相
手
に

な
る
な
ど
、
地
域
全
体
で
子
育

て
を
応
援
で
き
る
環
境
を
整
え

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
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※
未
登
記
家
屋
と
は
、
法
務
局

に
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋

の
こ
と
。

売
買
・
贈
与
な
ど
の
場
合

○

旧
所
有
者
と
新
所
有
者
の
印

鑑
登
録
証
明
書

　た
だ
し
、
売
買
契
約
書
な
ど

の
写
し
を
添
付
す
れ
ば
印
鑑

登
録
証
明
書
は
不
要
で
す
。

相
続
の
場
合

○

新
所
有
者
と
変
更
の
時
期
が

確
認
で
き
る
書
類
（
遺
産
分

割
協
議
書
な
ど
）

○

右
の
遺
産
分
割
協
議
書
な
ど

が
な
い
場
合
は
、
相
続
人
全

員
の
同
意
書
（
実
印
を
押
印

し
た
も
の
）
お
よ
び
印
鑑
登

録
証
明
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

■
土
地
・
家
屋
の
所
有
者
や
納

税
義
務
者
が
死
亡
し
た
と
き

　相
続
人
の
代
表
者
は
「
相
続

人
代
表
者
（
兼
現
所
有
者
）
指

定
届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

相
続
登
記
に
よ
る
名
義
変
更
が

行
わ
れ
る
ま
で
の
間
、
納
税
通

知
書
な
ど
を
受
け
取
る
相
続
人

の
代
表
者
を
指
定
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

■
土
地
の
使
用
状
況
が
変
わ
っ

た
と
き

　

　住
宅
を
店
舗
に
す
る
な
ど
家

屋
の
用
途
変
更
に
伴
い
、
土
地

の
使
用
状
況
が
住
宅
用
地
か
ら

非
住
宅
用
地
に
、
ま
た
は
非
住

宅
用
地
か
ら
住
宅
用
地
に
変
わ

っ
た
と
き
は
「
住
宅
用
地
異
動

申
告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
土
地
の
税
額
が
変
わ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

■
そ
の
他
の
届
け
出

○

納
税
管
理
人
申
告
（
承
認
申

請
）
書

○

納
税
管
理
人
変
更
（
取
り
消

し
）
申
請
書

○

土
地
利
用
状
況
変
更
届
出
書

○

被
災
住
宅
用
地
申
告
書

○

非
課
税
申
告
書

○

減
免
申
請
書

○

住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う
固
定

資
産
税
減
額
申
請
書

○

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
伴
う

固
定
資
産
税
減
額
申
請
書

○

省
エ
ネ
改
修
に
伴
う
固
定
資

産
税
減
額
申
請
書

　
　な
ど

平
成
２８
年
１
月
１
日
か
ら
個

人
番
号
お
よ
び
法
人
番
号
の

記
載
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

届
け
出
に
は
、
番
号
の
記
載

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　税
務
課
資
産
税
係

　
　
　
　
　☎

２３

−

３
９
２
２

■
家
屋
を
新
築
・
増
築
し
た
と
き

　家
屋
の
評
価
額
を
算
出
す
る

た
め
、
間
取
り
や
仕
上
げ
を
確

認
す
る
家
屋
調
査
が
必
要
で
す
。

職
員
が
調
査
に
伺
い
ま
す
の
で
、

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

■
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き

　「
家
屋
滅
失
届
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
取
り
壊
し
の
翌
年

度
か
ら
課
税
さ
れ
な
く
な
り
ま

す
。　ま

た
、
取
り
壊
し
た
家
屋
が

所
在
す
る
土
地
が
、
住
宅
用
地

に
対
す
る
課
税
標
準
の
特
例
を

受
け
て
い
る
場
合
、
土
地
の
税

額
が
上
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　な
お
、
登
記
し
て
い
る
家
屋

に
つ
い
て
は
、
法
務
局
で
滅
失

登
記
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

■
売
買
、
贈
与
や
相
続
な
ど
で

未
登
記
の
家
屋
の
所
有
者
が

変
更
に
な
っ
た
と
き

　

　「
家
屋
補
充
台
帳
登
録
（
未
登

記
家
屋
）
の
所
有
者
変
更
届
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の

届
け
出
が
な
い
と
従
前
の
家
屋

の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

◆
納
税
通
知
書
の
発
送

　本
年
度
の
市
民
税
・
県
民
税

納
税
通
知
書
は
、
６
月
中
旬
に

発
送
し
ま
す
。
第
１
期
納
期
限

（
６
月
３０
日
（
木
））
ま
で
日
数
が

あ
り
ま
せ
ん
が
、
期
限
内
の
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　な
お
、
納
期
限
ま
で
に
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
税
務
課
へ

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
ふ
る
さ
と
納
税

・
ふ
る
さ
と
納
税
枠
の
拡
充

　ふ
る
さ
と
納
税
は
都
道
府
県

ま
た
は
市
町
村
に
寄
附
を
す
る

と
、
寄
附
金
の
う
ち
２
千
円
を

超
え
る
部
分
に
つ
い
て
、
一
定

の
上
限
ま
で
所
得
税
・
住
民
税

が
控
除
さ
れ
る
仕
組
み
で
す
。

　平
成
２７
年
度
の
税
制
改
正
に

お
い
て
一
定
の
上
限
額
が
現
行

の
約
２
倍
に
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

※
平
成
２７
年
１
月
１
日
以
降
の

寄
附
か
ら
対
象

・
手
続
き
の
簡
素
化

　確
定
申
告
が
不
要
な
給
与
所

得
者
等
に
つ
い
て
、
ふ
る
さ
と

納
税
先
団
体
が
５
団
体
以
内
の

場
合
で
、
確
定
申
告
を
行
わ
な

い
場
合
に
限
り
、
ふ
る
さ
と
納

税
に
係
る
住
民
税
の
寄
附
金
控

除
が
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
受
け
ら

れ
る
特
例
的
な
仕
組
み
（
ふ
る

さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例

制
度
）
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

た
だ
し
、
ふ
る
さ
と
納
税
（
寄

附
）
を
す
る
際
に
、
ふ
る
さ
と

納
税
先
団
体
に
特
例
の
申
請
が

必
要
で
す
。

　ま
た
、
所
得
税
の
控
除
を
受

け
る
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お

り
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

※
平
成
２７
年
４
月
１
日
以
降
の

寄
附
か
ら
対
象

　制
度
に
つ
い
て
の
詳
し
い
内

容
は
、
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　税
務
課
市
民
税
係

　
　
　
　
　☎

２３

−

３
９
２
２

平
成
28
年
度
の

　市
民
税
・
県
民
税

固
定
資
産
税
に

　
　関
す
る
届
け
出

注

添
付
書
類

ことしも感動を再び！

第５１回 銭形まつりボランティアスタッフ募集
　ことしも観音寺市の夏を彩る一大イベント「銭形

まつり」が開催されます。まつりを盛り上げるため、

イベントなどを手伝ってくれるボランティアスタッ

フを募集します。市民の皆さんの手で盛り上げまし

ょう。学生も歓迎です。

銭形まつり
　　開催スケジュール
○７月１６日（土）
　銭Ｒｏｃｋ・ゼニガタライブ

○７月１７日（日）
　銭形おどり、花火

申し込み・問い合わせ先

第５１回銭形まつり実行委員会事務局

（観音寺商工会議所内）☎２５－３０７３

２０１６日本学生
　トライアスロン選手権観音寺大会

　ことしも、琴弾公園内有明グラウンドを中心

に「２０１６日本学生トライアスロン選手権観音

寺大会」が開催されます。学生トップアスリー

トたちが日本一の座を目指して熱く戦います。

限界まで挑戦する選手に、たくさんの応援をお

願いします。

　大会当日は交通規制などにより皆さんに大変

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお

願いします。

　交通整理や選手への給水などに協力し

てくれるボランティアスタッフを募集し

ています。多くの参加をお願いします。

　詳しくは、市ホームページなどでお知

らせします。

■日　　時　９月４日（日）

　　　　　　午前１０時１５分～午後４時４５分ごろ

■場　　所　有明グラウンド会場、周辺大会コース

■募集人数　４５０人

■申込受付　６月２４日（金）まで

■申し込み・問い合わせ先

　市民スポーツ課　☎２３－３９４１　Ｆａｘ２３－３９５４

ボランティアスタッフ募集

■日　　時

　９月４日（日）午前１０時４５分　女子スタート

　　　　　　　午後１時４５分　男子スタート

■場　　所

　有明浜海水浴場および琴弾公園周辺特設コース

■競技内容

　総合距離　５１．５ｋｍ
　スイム　　　１．５ｋｍ
　バイク　　４０．０ｋｍ
　ラ　ン　　１０．０ｋｍ
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